
○
財
務
省
告
示
第
百
十
二
号

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
年
度

に
お
け
る
限
度
額
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

額
賀
福
志
郎

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
八
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
限
度
額
等
は
、
次
の
表

の
各
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
品
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
又
は
数
量
と
す
る
。

項

名

品

目

限

度

額

等

一

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
）
別
表
（
以
下

二
、
八
一
七
、
五
一
八

こ
の
表
に
お
い
て
「
関
税
率
表
」
と
い
う

）
第
二
八
二
五
・
八

キ
ロ
グ
ラ
ム

。

○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

三
酸
化
ア
ン
チ
モ
ン

二

関
税
率
表
第
二
八
四
九
・
一
○
号
に
掲
げ
る
物
品

七
七
六
、
九
四
○
千
円



関
税
率
表
第
二
八
四
九
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

炭
化
ほ
う
素
、
炭
化
ニ
オ
ブ
及
び
炭
化
タ
ン
タ
ル
以
外
の
も
の

関
税
率
表
第
二
八
五
二
・
○
○
号
の
二
の
㈢
に
掲
げ
る
物
品
の
う

ち
水
銀
の
炭
化
物

三

関
税
率
表
第
二
九
○
五
・
四
四
号
に
掲
げ
る
物
品

一
、
○
六
五
、
六
三
三
千
円

四

関
税
率
表
第
二
九
○
六
・
一
一
号
に
掲
げ
る
物
品

二
六
九
、
八
○
三
千
円

五

関
税
率
表
第
二
九
一
八
・
一
四
号
に
掲
げ
る
物
品

一
七
四
、
五
三
七
千
円

六

関
税
率
表
第
二
九
一
八
・
一
五
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

九
、
五
五
七
千
円

七

関
税
率
表
第
二
九
二
二
・
四
二
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

一
、
○
○
三
、
○
一
一
千
円



八

関
税
率
表
第
三
三
○
一
・
二
五
号
の
一
の
㈡
に
掲
げ
る
物
品

四
二
、
一
一
八
千
円

九

関
税
率
表
第
三
五
○
二
・
一
一
号
又
は
第
三
五
○
二
・
一
九
号
に

一
、
一
○
七
、
一
六
一
千
円

掲
げ
る
物
品

一
○

関
税
率
表
第
三
五
○
五
・
一
○
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

一
三
、
一
八
五
、
八
九
五
千
円

一
一

関
税
率
表
第
三
五
○
五
・
一
○
号
の
二
又
は
第
三
五
○
五
・
二
○

一
八
七
、
八
三
一
千
円

号
に
掲
げ
る
物
品

一
二

関
税
率
表
第
三
六
・
○
四
項
に
掲
げ
る
物
品

一
、
五
二
七
、
九
六
七
千
円

一
三

関
税
率
表
第
三
九
・
○
一
項
か
ら
第
三
九
・
○
四
項
ま
で
、
第
三

二
○
、
七
八
六
、
○
七
三
千
円

九
・
○
六
項
又
は
第
三
九
一
一
・
一
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

塊
（
不
規
則
な
形
の
も
の
に
限
る

、
粉
（
モ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

。
）

パ
ウ
ダ
ー
を
含
む
。)

、
粒
、
フ
レ
ー
ク
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す



る
形
状
の
も
の

関
税
率
表
第
三
九
一
四
・
○
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

ポ
リ
ス
チ
レ
ン
の
も
の
及
び
ア
ク
リ
ル
樹
脂
の
も
の

一
四

関
税
率
表
第
三
○
○
六
・
九
一
号
及
び
第
三
九
二
六
・
九
○
号
の

一
、
四
八
四
、
九
八
○
千
円

二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

ス
ト
リ
ッ
プ
を
織
つ
た
も
の
（
両
面
を
す
べ
て
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

で
塗
布
し
、
又
は
被
覆
し
た
も
の
に
限
る

）
。

一
五

関
税
率
表
第
四
一
一
四
・
二
○
号
に
掲
げ
る
物
品

一
五
、
二
三
五
千
円

一
六

関
税
率
表
第
四
一
類
に
掲
げ
る
物
品
（
関
税
率
表
第
四
一
○
一
・

一
、
八
九
五
、
一
一
九
千
円

二
○
号
の
二
、
第
四
一
○
一
・
五
○
号
の
二
、
第
四
一
○
一
・
九

○
号
の
二
、
第
四
一
○
四
・
一
一
号
の
二
、
第
四
一
○
四
・
一
九

号
の
二
、
第
四
一
○
四
・
四
一
号
の
一
の
㈡
及
び
二
、
第
四
一
○

四
・
四
九
号
の
一
の
㈡
及
び
二
、
第
四
一
○
五
・
三
○
号
の
一
、



第
四
一
○
六
・
二
二
号
の
一
、
第
四
一
○
七
・
一
一
号
の
二
、
第

四
一
○
七
・
一
二
号
の
二
、
第
四
一
○
七
・
一
九
号
の
二
、
第
四

一
○
七
・
九
一
号
の
二
、
第
四
一
○
七
・
九
二
号
の
二
、
第
四
一

○
七
・
九
九
号
の
二
、
第
四
一
一
二
・
○
○
号
の
二
の
㈠
、
第
四

一
一
三
・
一
○
号
の
二
の
㈠
並
び
に
第
四
一
一
四
・
二
○
号
に
掲

げ
る
物
品
を
除
く

）
。

一
七

関
税
率
表
第
四
二
○
二
・
一
一
号
、
第
四
二
○
二
・
一
二
号
、
第

七
、
五
五
一
、
九
五
三
千
円

四
二
○
二
・
二
一
号
、
第
四
二
○
二
・
二
二
号
、
第
四
二
○
二
・

二
九
号
、
第
四
二
○
二
・
三
一
号
、
第
四
二
○
二
・
三
二
号
、
第

四
二
○
二
・
九
一
号
、
第
四
二
○
二
・
九
二
号
又
は
第
九
六
○
五

・
○
○
号
に
掲
げ
る
物
品

一
八

関
税
率
表
第
四
二
○
五
・
○
○
号
の
二
又
は
第
九
三
○
五
・
九
九

七
○
四
、
八
五
七
千
円

号
の
一
に
掲
げ
る
物
品



一
九

関
税
率
表
第
四
二
類
に
掲
げ
る
物
品
（
関
税
率
表
第
四
二
・
○
三

五
一
四
、
○
六
四
千
円

項
に
掲
げ
る
物
品
並
び
に
第
一
七
項
及
び
第
一
八
項
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く

）
。

二
○

関
税
率
表
第
四
三
○
二
・
一
一
号
に
掲
げ
る
物
品

五
九
四
、
二
四
○
千
円

関
税
率
表
第
四
三
○
二
・
一
九
号
、
第
四
三
○
二
・
二
○
号
又
は

第
四
三
○
二
・
三
○
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

羊
、
や
ぎ
又
は
う
さ
ぎ
の
も
の
以
外
の
も
の

二
一

関
税
率
表
第
四
三
○
二
・
三
○
号
の
一
、
第
四
三
○
三
・
一
○
号

一
、
二
八
六
、
四
五
九
千
円

又
は
第
四
三
○
三
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

羊
、
や
ぎ
又
は
う
さ
ぎ
の
も
の
以
外
の
も
の

二
二

関
税
率
表
第
四
四
○
三
・
九
九
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

二
四
一
、
三
一
四
千
円

二
三

関
税
率
表
第
四
四
○
七
・
二
五
号
、
第
四
四
○
七
・
二
六
号
、
第

一
六
、
五
四
三
、
四
○
一
千
円



四
四
○
七
・
二
九
号
の
一
又
は
第
四
四
○
七
・
九
九
号
の
一
に
掲

げ
る
物
品
の
う
ち

か
ん
な
が
け
し
又
は
や
す
り
が
け
し
た
も
の

関
税
率
表
第
四
四
○
九
・
二
九
号
の
三
の
㈠
に
掲
げ
る
物
品

二
四

関
税
率
表
第
四
四
○
七
・
二
五
号
、
第
四
四
○
七
・
二
六
号
、
第

一
四
六
、
七
三
二
千
円

四
四
○
七
・
二
九
号
の
一
又
は
第
四
四
○
七
・
九
九
号
の
一
に
掲

げ
る
物
品
の
う
ち

か
ん
な
が
け
し
又
は
や
す
り
が
け
し
た
も
の
以
外
の
も
の

二
五

関
税
率
表
第
四
四
○
八
・
一
○
号
の
二
の
㈡
、
第
四
四
○
八
・
三

一
、
八
九
三
、
七
六
八
千
円

一
号
の
二
、
第
四
四
○
八
・
三
九
号
の
四
の
㈡
又
は
第
四
四
○
八

・
九
○
号
の
二
の
㈡
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

合
板
用
単
板

二
六

関
税
率
表
第
四
四
○
八
・
一
○
号
の
二
の
㈡
、
第
四
四
○
八
・
三

四
、
○
八
四
、
一
六
六
千
円



一
号
の
二
、
第
四
四
○
八
・
三
九
号
の
四
の
㈡
又
は
第
四
四
○
八

・
九
○
号
の
二
の
㈡
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

合
板
用
単
板
以
外
の
も
の

関
税
率
表
第
四
四
○
八
・
三
九
号
の
一
の
㈡
又
は
第
四
四
○
八
・

九
○
号
の
一
の
㈡
に
掲
げ
る
物
品

二
七

関
税
率
表
第
四
四
○
九
・
二
一
号
の
一
又
は
第
四
四
二
一
・
九
○

三
四
六
、
三
四
四
千
円

号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

二
八

関
税
率
表
第
四
四
・
一
○
項
又
は
第
四
四
・
一
一
項
に
掲
げ
る
物

八
、
六
七
四
、
二
九
一
千
円

品

二
九

関
税
率
表
第
四
四
○
八
・
一
○
号
の
二
の
㈠
、
第
四
四
○
八
・
三

六
、
五
三
六
、
五
一
九
千
円

一
号
の
一
、
第
四
四
○
八
・
三
九
号
の
一
の
㈠
、
三
の
㈠
若
し
く

、

、

は
四
の
㈠

第
四
四
○
八
・
九
○
号
の
一
の
㈠
若
し
く
は
二
の
㈠

第
四
四
一
二
・
一
○
号
の
二
、
第
四
四
一
二
・
九
四
号
、
第
四
四



一
二
・
九
九
号
又
は
第
四
四
二
○
・
九
○
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

三
○

関
税
率
表
第
四
四
一
八
・
九
○
号
の
二
の
㈡
に
掲
げ
る
物
品
の
う

七
七
七
、
○
九
四
千
円

ち
欄
間

三
一

関
税
率
表
第
四
四
一
九
・
○
○
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

一
、
五
五
五
、
七
五
七
千
円

三
二

関
税
率
表
第
四
四
二
一
・
九
○
号
の
三
の
㈠
に
掲
げ
る
物
品

二
六
四
、
六
六
二
千
円

三
三

関
税
率
表
第
四
四
類
に
掲
げ
る
物
品
（
関
税
率
表
第
四
四
一
二
・

七
一
、
九
六
四
、
八
五
六
千
円

一
○
号
の
一
、
第
四
四
一
二
・
三
一
号
、
第
四
四
一
二
・
三
二
号

及
び
第
四
四
一
二
・
三
九
号
に
掲
げ
る
物
品
並
び
に
第
二
二
項
か

ら
第
三
二
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

）
。

三
四

関
税
率
表
第
四
六
○
二
・
一
一
号
、
第
四
六
○
二
・
一
二
号
又
は

二
、
六
二
五
、
六
三
三
千
円



第
四
六
○
二
・
一
九
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
四
六
○
二
・
一
九
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

畳
床
以
外
の
も
の

三
五

削
除

三
六

関
税
率
表
第
五
○
○
六
・
○
○
号
の
二
、
第
五
○
○
七
・
一
○
号

三
四
、
四
一
三
千
円

又
は
第
五
八
○
三
・
○
○
号
の
二
の
㈠
に
掲
げ
る
物
品

三
七

関
税
率
表
第
五
一
・
○
六
項
に
掲
げ
る
物
品

二
三
五
、
一
四
六
千
円

三
八

関
税
率
表
第
五
一
・
○
七
項
に
掲
げ
る
物
品

一
、
三
八
七
、
八
○
二
千
円

三
九

関
税
率
表
第
五
一
一
一
・
一
一
号
の
一
、
第
五
一
一
一
・
一
九
号

一
、
一
九
九
千
円

の
一
、
第
五
一
一
一
・
二
○
号
の
一
、
第
五
一
一
一
・
三
○
号
の

、

、

、

一

第
五
一
一
一
・
九
○
号
の
一

第
五
一
一
二
・
一
一
号
の
一



第
五
一
一
二
・
一
九
号
の
一
、
第
五
一
一
二
・
二
○
号
の
一
、
第

五
一
一
二
・
三
○
号
の
一
又
は
第
五
一
一
二
・
九
○
号
の
一
に
掲

げ
る
物
品

四
○

関
税
率
表
第
五
一
・
一
一
項
又
は
第
五
一
・
一
二
項
に
掲
げ
る
物

三
、
七
○
九
、
五
七
三
千
円

品
（
第
三
九
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

）
。

四
一

関
税
率
表
第
五
二
・
○
四
項
、
第
五
二
○
五
・
一
一
号
の
一
、
第

二
七
五
、
○
九
八
千
円

五
二
○
五
・
一
二
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
一
三
号
の
一
、
第
五

二
○
五
・
一
四
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
一
五
号
の
一
、
第
五
二

○
五
・
二
一
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
二
二
号
の
一
、
第
五
二
○

五
・
二
三
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
二
四
号
の
一
、
第
五
二
○
五

・
二
六
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
二
七
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・

二
八
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
三
一
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
三

二
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
三
三
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
三
四

号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
三
五
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
四
一
号



の
一
、
第
五
二
○
五
・
四
二
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
四
三
号
の

、

、

、

一

第
五
二
○
五
・
四
四
号
の
一

第
五
二
○
五
・
四
六
号
の
一

第
五
二
○
五
・
四
七
号
の
一
、
第
五
二
○
五
・
四
八
号
の
一
、
第

五
二
○
六
・
一
一
号
の
一
、
第
五
二
○
六
・
一
二
号
の
一
、
第
五

二
○
六
・
一
三
号
の
一
、
第
五
二
○
六
・
一
四
号
の
一
、
第
五
二

○
六
・
一
五
号
の
一
、
第
五
二
○
六
・
二
一
号
の
一
、
第
五
二
○

六
・
二
二
号
の
一
、
第
五
二
○
六
・
二
三
号
の
一
、
第
五
二
○
六

・
二
四
号
の
一
、
第
五
二
○
六
・
二
五
号
の
一
、
第
五
二
○
六
・

三
一
号
の
一
、
第
五
二
○
六
・
三
二
号
の
一
、
第
五
二
○
六
・
三

三
号
の
一
、
第
五
二
○
六
・
三
四
号
の
一
、
第
五
二
○
六
・
三
五

号
の
一
、
第
五
二
○
六
・
四
一
号
の
一
、
第
五
二
○
六
・
四
二
号

の
一
、
第
五
二
○
六
・
四
三
号
の
一
、
第
五
二
○
六
・
四
四
号
の

一
、
第
五
二
○
六
・
四
五
号
の
一
、
第
五
二
○
七
・
一
○
号
の
一

若
し
く
は
二
の
㈠
、
第
五
二
○
七
・
九
○
号
の
一
若
し
く
は
二
の

㈠
、
第
五
八
○
二
・
一
一
号
、
第
五
八
○
二
・
一
九
号
又
は
第
五

八
○
三
・
○
○
号
の
一
に
掲
げ
る
物
品



四
二

関
税
率
表
第
五
三
・
○
九
項
又
は
第
五
三
一
一
・
○
○
号
の
一
に

五
○
七
、
○
八
三
千
円

掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
五
三
○
八
・
九
○
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

ラ
ミ
ー
糸

四
三

関
税
率
表
第
五
四
○
二
・
二
○
号
の
二
の
㈠
、
第
五
四
○
二
・
三

八
八
九
、
七
三
二
千
円

三
号
の
二
の
㈠
、
第
五
四
○
二
・
四
六
号
の
二
の
㈠
、
第
五
四
○

二
・
四
七
号
の
二
の
㈠
、
第
五
四
○
二
・
五
二
号
の
二
の
㈠
又
は

第
五
四
○
二
・
六
二
号
の
二
の
㈠
に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
五
四
○
二
・
四
四
号
の
二
の
㈡
に
掲
げ
る
物
品
の
う

ち
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
も
の

四
四

関
税
率
表
第
五
四
・
○
七
項
、
第
五
四
・
○
八
項
又
は
第
五
八
一

一
、
四
八
八
、
三
○
四
千
円

一
・
○
○
号
の
二
の
㈠
若
し
く
は
㈢
に
掲
げ
る
物
品



四
五

関
税
率
表
第
五
四
類
に
掲
げ
る
物
品
（
第
四
三
項
及
び
第
四
四
項

二
、
一
八
二
、
一
九
○
千
円

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

）
。

関
税
率
表
第
五
六
○
四
・
九
○
号
の
一
の
㈡
の
Ｂ
又
は
三
に
掲
げ

る
物
品

四
六

関
税
率
表
第
五
五
・
一
二
項
か
ら
第
五
五
・
一
六
項
ま
で
又
は
第

一
、
六
三
一
、
三
六
四
千
円

五
八
○
一
・
三
一
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品

四
七

関
税
率
表
第
五
五
類
に
掲
げ
る
物
品
（
第
四
六
項
に
掲
げ
る
も
の

一
、
五
七
○
、
一
二
一
千
円

を
除
く

）
。

四
八

関
税
率
表
第
五
六
○
七
・
二
一
号
、
第
五
六
○
七
・
二
九
号
、
第

二
二
三
、
一
二
三
千
円

五
六
○
七
・
四
一
号
、
第
五
六
○
七
・
四
九
号
又
は
第
五
六
○
七

・
五
○
号
に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
五
六
○
七
・
九
○
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち



ア
バ
カ
（
マ
ニ
ラ
麻
又
は
ム
サ
・
テ
ク
ス
テ
ィ
リ
ス
）
そ
の
他

の
硬
質
繊
維
の
も
の
以
外
の
も
の

四
九

関
税
率
表
第
五
七
・
○
一
項
に
掲
げ
る
物
品

六
、
七
二
三
、
一
九
六
千
円

五
○

関
税
率
表
第
五
七
○
二
・
一
○
号
、
第
五
七
○
二
・
三
一
号
、
第

一
一
、
一
七
八
、
○
五
一
千
円

五
七
○
二
・
三
二
号
、
第
五
七
○
二
・
三
九
号
、
第
五
七
○
二
・

四
一
号
、
第
五
七
○
二
・
四
二
号
、
第
五
七
○
二
・
四
九
号
、
第

五
七
○
二
・
五
○
号
、
第
五
七
○
二
・
九
一
号
、
第
五
七
○
二
・

九
二
号
、
第
五
七
○
二
・
九
九
号
、
第
五
七
・
○
三
項
又
は
第
五

七
○
五
・
○
○
号
に
掲
げ
る
物
品

五
一

関
税
率
表
第
五
八
○
六
・
一
○
号
、
第
五
八
○
六
・
三
一
号
、
第

四
六
二
、
四
五
五
千
円

五
八
○
六
・
三
二
号
の
二
、
第
五
八
○
六
・
三
九
号
又
は
第
五
八

○
六
・
四
○
号
に
掲
げ
る
物
品



五
二

関
税
率
表
第
六
○
・
○
一
項
、
第
六
○
○
二
・
四
○
号
、
第
六
○

八
二
七
、
五
○
二
千
円

・
○
三
項
、
第
六
○
○
四
・
一
○
号
、
第
六
○
・
○
五
項
又
は
第

六
○
・
○
六
項
に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
三
○
○
六
・
一
○
号
の
二
の
㈡
、
第
六
○
○
二
・
九

○
号
又
は
第
六
○
○
四
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

ゴ
ム
糸
の
重
量
が
全
重
量
の
五
％
以
上
の
も
の
以
外
の
も
の

五
三

関
税
率
表
第
六
二
○
九
・
二
○
号
の
一
、
第
六
二
○
九
・
三
○
号

九
、
四
九
一
、
三
二
二
千
円

の
一
、
第
六
二
○
九
・
九
○
号
の
一
、
第
六
二
・
一
二
項
又
は
第

六
二
一
六
・
○
○
号
に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
六
二
一
七
・
一
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

靴
下
類

五
四

関
税
率
表
第
六
二
○
九
・
二
○
号
の
二
の
㈡
の
Ａ
、
第
六
二
○
九

六
五
三
、
八
○
五
千
円

・
三
○
号
の
二
の
㈡
の
Ａ
、
第
六
二
○
九
・
九
○
号
の
二
の
㈡
の

Ａ
又
は
第
六
二
一
七
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品



関
税
率
表
第
六
二
一
七
・
一
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

靴
下
類
以
外
の
も
の

五
五

関
税
率
表
第
六
二
・
一
三
項
に
掲
げ
る
物
品

一
、
三
七
五
、
三
九
三
千
円

五
六

関
税
率
表
第
六
二
一
五
・
一
○
号
に
掲
げ
る
物
品

五
、
二
一
七
、
九
○
四
千
円

関
税
率
表
第
六
三
○
七
・
九
○
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

絹
製
の
も
の
（
長
方
形
（
正
方
形
を
含
む

）
以
外
の
形
状
に

。

単
に
裁
断
し
た
も
の
に
限
る

）
。

五
七

関
税
率
表
第
六
三
○
一
・
二
○
号
、
第
六
三
○
一
・
三
○
号
、
第

四
、
九
九
一
、
七
三
八
千
円

六
三
○
一
・
四
○
号
又
は
第
六
三
○
一
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品

五
八

関
税
率
表
第
六
三
○
二
・
二
一
号
、
第
六
三
○
二
・
二
九
号
、
第

四
、
一
八
三
、
五
二
四
千
円

六
三
○
二
・
三
一
号
、
第
六
三
○
二
・
三
九
号
、
第
六
三
○
二
・

五
一
号
、
第
六
三
○
二
・
五
九
号
、
第
六
三
○
二
・
六
○
号
、
第



六
三
○
二
・
九
一
号
、
第
六
三
○
二
・
九
九
号
、
第
六
三
○
三
・

九
一
号
、
第
六
三
○
三
・
九
九
号
、
第
六
三
○
四
・
一
九
号
、
第

六
三
○
四
・
九
二
号
又
は
第
六
三
○
四
・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
六
三
○
二
・
二
二
号
、
第
六
三
○
二
・
三
二
号
、
第

六
三
○
二
・
五
三
号
、
第
六
三
○
二
・
九
三
号
、
第
六
三
○
三
・

九
二
号
又
は
第
六
三
○
四
・
九
三
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

不
織
布
製
の
も
の
以
外
の
も
の

五
九

関
税
率
表
第
六
四
○
五
・
一
○
号
の
三
、
第
六
四
○
五
・
二
○
号

五
八
三
、
五
九
九
千
円

又
は
第
六
四
○
五
・
九
○
号
の
二
に
掲
げ
る
物
品

六
○

関
税
率
表
第
六
六
・
○
一
項
又
は
第
六
六
○
三
・
二
○
号
に
掲
げ

四
六
、
七
二
○
千
円

る
物
品

六
一

関
税
率
表
第
六
七
・
○
二
項
に
掲
げ
る
物
品

一
、
七
四
○
、
○
一
一
千
円



六
二

関
税
率
表
第
七
○
・
一
八
項
に
掲
げ
る
物
品

三
四
三
、
六
七
四
千
円

六
三

関
税
率
表
第
七
一
・
一
三
項
に
掲
げ
る
物
品

五
、
六
一
三
、
七
六
七
千
円

六
四

関
税
率
表
第
七
一
一
七
・
一
九
号
、
第
七
一
一
七
・
九
○
号
の
一

一
、
四
二
○
、
九
三
一
千
円

又
は
第
九
一
一
三
・
九
○
号
の
二
の
㈠
に
掲
げ
る
物
品

六
五

関
税
率
表
第
七
二
○
二
・
一
一
号
又
は
第
七
二
○
二
・
一
九
号
に

二
○
、
○
八
九
、
○
二
四

掲
げ
る
物
品

キ
ロ
グ
ラ
ム

六
六

関
税
率
表
第
七
二
○
二
・
三
○
号
、
第
七
二
○
二
・
五
○
号
、
第

四
七
、
六
四
一
、
九
五
○

七
二
○
二
・
七
○
号
、
第
七
二
○
二
・
八
○
号
、
第
七
二
○
二
・

キ
ロ
グ
ラ
ム

九
一
号
又
は
第
七
二
○
二
・
九
二
号
に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
七
二
○
二
・
九
九
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

り
ん
鉄
以
外
の
も
の



六
七

関
税
率
表
第
七
二
○
二
・
四
九
号
に
掲
げ
る
物
品

二
二
、
五
一
○
、
三
四
一

キ
ロ
グ
ラ
ム

六
八

関
税
率
表
第
七
二
○
二
・
六
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

三
、
三
○
六
、
八
○
二

ニ
ッ
ケ
ル
の
含
有
量
が
全
重
量
の
三
三
％
未
満
の
も
の

キ
ロ
グ
ラ
ム

六
九

関
税
率
表
第
七
二
○
二
・
六
○
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

一
、
〇
七
九
、
二
八
九

ニ
ッ
ケ
ル
の
含
有
量
が
全
重
量
の
三
三
％
未
満
の
も
の
以
外
の

キ
ロ
グ
ラ
ム

も
の

七
○

関
税
率
表
第
七
四
○
三
・
一
一
号
、
第
七
四
○
三
・
一
二
号
又
は

四
六
、
三
一
五
、
七
九
七

第
七
四
○
三
・
一
三
号
に
掲
げ
る
物
品

キ
ロ
グ
ラ
ム

関
税
率
表
第
七
四
○
三
・
一
九
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

精
錬
用
の
も
の
（
銅
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
九
・
八
％
以
下

の
も
の
に
限
る

）
以
外
の
も
の

。



七
一

関
税
率
表
第
七
四
○
七
・
一
○
号
、
第
七
四
○
七
・
二
一
号
、
第

五
、
二
六
○
、
六
八
一

七
四
○
八
・
一
一
号
、
第
七
四
○
八
・
一
九
号
又
は
第
七
四
○
八

キ
ロ
グ
ラ
ム

・
二
一
号
に
掲
げ
る
物
品

関
税
率
表
第
七
四
○
七
・
二
九
号
の
二
又
は
第
七
四
○
八
・
二
九

号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち

銅
・
す
ず
合
金
（
青
銅
）
の
も
の

七
二

関
税
率
表
第
七
四
○
九
・
一
一
号
、
第
七
四
○
九
・
一
九
号
、
第

五
、
八
五
九
、
二
六
六
千
円

七
四
○
九
・
四
○
号
、
第
七
四
○
九
・
九
○
号
、
第
七
四
・
一
○

項
又
は
第
七
四
一
一
・
一
○
号
に
掲
げ
る
物
品

七
三

関
税
率
表
第
七
五
○
一
・
二
○
号
の
一
又
は
第
七
五
○
二
・
一
○

二
八
、
五
四
三
、
四
五
六

号
に
掲
げ
る
物
品

キ
ロ
グ
ラ
ム

七
四

関
税
率
表
第
七
六
類
に
掲
げ
る
物
品

一
一
、
○
二
二
、
九
六
一
千
円



七
五

関
税
率
表
第
七
八
○
一
・
一
○
号
に
掲
げ
る
物
品

七
、
四
六
○
、
一
三
八

キ
ロ
グ
ラ
ム

七
六

関
税
率
表
第
七
九
・
○
一
項
に
掲
げ
る
物
品

二
四
、
一
一
八
、
六
一
六

キ
ロ
グ
ラ
ム

七
七

関
税
率
表
第
八
一
・
○
三
項
、
第
八
一
○
六
・
○
○
号
、
第
八
一

六
、
九
○
五
、
四
五
四
千
円

・
○
七
項
、
第
八
一
○
八
・
九
○
号
、
第
八
一
一
一
・
○
○
号
、

第
八
一
一
二
・
二
一
号
、
第
八
一
一
二
・
二
二
号
、
第
八
一
一
二

・
二
九
号
、
第
八
一
一
二
・
五
一
号
、
第
八
一
一
二
・
五
二
号
、

第
八
一
一
二
・
五
九
号
、
第
八
一
一
二
・
九
二
号
、
第
八
一
一
二

・
九
九
号
又
は
第
八
一
一
三
・
○
○
号
に
掲
げ
る
物
品

七
八

関
税
率
表
第
九
四
○
一
・
九
○
号
の
一
又
は
第
九
四
○
四
・
一
○

二
〇
七
、
七
六
四
千
円

号
に
掲
げ
る
物
品



七
九

削
除

八
○

削
除

八
一

関
税
率
表
第
九
六
○
三
・
二
一
号
、
第
九
六
○
三
・
二
九
号
、
第

四
、
八
八
八
、
八
七
七
千
円

九
六
○
三
・
三
○
号
、
第
九
六
○
三
・
四
○
号
、
第
九
六
○
三
・

五
○
号
又
は
第
九
六
○
三
・
九
○
号
に
掲
げ
る
物
品


